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災害で誰も取り残さないためには

避難行動要支援者対策への
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避難行動要支援者対策と個別計画策定



2

1.急速に進む高齢化で脆弱化する防災力

 現在人口の約30％が高齢者、75歳以上過半数に迫る
 高齢者の20％が要介護認定で、フレイルが１０％弱ある
 間もなく、高齢者の20％が認知症になる可能性
 ２040年には、高齢者の40％が独居の可能性
 都市への人口流出で、老々介護集落の増加

２．高齢者等の災害犠牲を食い止める法制度が必要
大規模災害で、犠牲者に占める高齢者の割合
東日本大震災６０％・西日本豪雨８０％・能登半島地震80％

阪神淡路大震災以降、各地の自治会等では、手上げ方式で「要
援護者名簿」を任意に作成していましたが、東日本大震災では犠
牲者の７０％近くが、その名簿に載っていない人たちということ
で、政府は平成26年災害対策基本法を改定し、「避難行動要支
援者」と位置づけ、市町村長が名簿を一括化し、事前提供を進め、
令和3年に個別避難計画の作成の義務化を決めました。

なぜ避難行動要支援者対策が始まったのか



避難行動要支援者対策の法制度の流れ

1959（昭和34）年 伊勢湾台風

1961（昭和36）年 災害対策基本法制定

1980（昭和60）年頃 災害弱者という表現が始まる

1995（平成7）年 阪神・淡路大震災

2004（平成16）年 豪雨災害11件 ・ 新潟県中越地震

2005（平成17）年 災害時要援護者の避難支援ガイドライン発表

2011（平成23）年 東日本大震災

2013（平成25）年 災害対策基本法の改定

避難行動要支援者名簿規定を創設

2019（令和元）年 台風19号（令和元年東日本台風）死者91人

2021（令和3）年 災害対策基本法改定
個別避難計画の作成を市町村長の努力義務化
避難行動要支援者の避難行動支援に関する取
り組み指針を改定
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避難行動要支援者と個別避難計画
平成25年災害対策基本法改正で、

① 市町村長は、在宅で自力で避難行動が執れない要配慮者の名簿を一元管

理し、「避難行動要支援者名簿」を作成すること

② 登録名簿は、本人・家族の同意を得て、消防・警察・民生委員・社会福祉協議

会・信頼できる自主防災会等に提供できる

③ 要支援者の個別避難計画を策定して、支援実施者を決める

※ 災害が発生したときは、同意なくても名簿提供を可能とする

令和3年の災害対策基本法改正で、要支援者個々の個別避難計画の作成が、市

町村の努力義務になりました

病院の入院患者
老人ホーム等入所者
安全確保は、施設の
責任で対応

地域の要配慮者

在宅の要配慮者

避難行動要支援者
独居者・高齢者夫婦世帯、要介護認定者、障がい者等、
家族では支援が困難な人など
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個別避難計画作成をすすめるために

【第Ⅰの視点】

要支援者とその家族が、災害時の安全確保と避難について、自分たち

で出来ることを考えて、まず『マイ避難計画』を作ることで、地域に支援

して欲しいことが明確になります。

【第２の視点】

みんなの顔の見える小規模の地域では、要支援者の所在も知ってい

るので、支援実施者を個人に特定しなくても、地区内の誰でも支援でき

るように情報を共有しておく方法もあります。

【第３の視点】

要支援者の多くは、介護認定者や予備軍の高齢者が多いので、要介

護認定を受けないように、自立生活できるように、地域で取り組む体

操や散歩等、見守りのできる交流の場をつくることが望まれます。

個別避難計画は、
『助けてもらう計画』ではなく 『助かるための計画』



1. 要支援者と家族が自分たちで作成する
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「マイ避難計画」が、個別避難計画に

１．今居る場所で避難が必要かどうかを判断する

２．避難を始めるタイミング（キッカケ）を決める

３．垂直避難の場所と、水平避難の時の避難所と避難路を決める

４．家族の安否確認や連絡方法等を決める

５．避難する時に持って行く物をまとめる

６．家に留まる時の水・食料・日用品等を1週間分備蓄する

７．家族以外の支援が欲しい場合は、地域にして欲しいことを分か

り易く説明できるように整理して、地域に相談してみる

地域では、要支援者や家族から避難支援の相談があったら、ぜ
ひ、どんな支援が地域でできるか、一緒に考えてみてましょう

地域でできる避難支援の例は後で紹介します
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マイ避難計画の例 広島市
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マイタイムラインの例 大分県
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対象者宅を訪問して、計画作成について説明して、対象者や家族に聞き取り

を実施する。または計画書への記入を進める

1. 避難の必要な災害の確認と避難先の確認

2. 避難時に必要な支援の確認

3. 避難支援実施者について相談→可能であれば、地域につなぐ

4. その他、配慮が必要な事項を確認

【避難支援について地域につなぐ場合】

① 対象者や家族の同意があれば、地域につなぐ

② 地域と一緒に避難支援の内容を確認して、どう行うか検討

③ 地域で行う避難訓練等へ参加する機会を作る

2. 民生委員等が、一緒に計画を作成する

㊟民生委員は避難支援実施者に適していない

民生委員は、複数の要配慮者を担当しており、特定の要支援者の支援
実施者には適していません。一人で複数人を支援することは不可能。
※ヘルパー等福祉専門員も、特定の一人の支援は約束できません。
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3. 自主防災組織等地域で、一緒に計画を作成する

1. 地域内の対象者を確認

2. 計画作成の進め方などを話し合う

例

3. 対象者宅を訪問して、計画作成について説明する

4. 個別避難計画の様式をもとに聞き取りを行う

※聞き取りが難しい場合は、記入してもらうよう説明

5. 避難支援について、地域でできることを説明し、どんなタイミングでど

んな避難支援をするか対象者や家族と話し合う

※避難支援実施者についても話し合っておきます

6. 聞き取りの内容などを個別避難計画に落とし込み、対象者と家族に確

認してもらい市役所へ提出【完成】

① 地域で取り組むことを住民全体にお知らせ

② 具体的に何人くらいでいつ訪問するのか、訪問の際に必要なものなど確認

③ 地域の避難路や避難所の再確認

④ 避難支援の際に活用できる資機材の確認

対象者の中には、地域と交流がない方、あまり人と関わりたくない方なども
いますので、まずは地域と交流のある方などから始めてください
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地域で行う避難支援の例

 情報伝達…災害発生や避難の情報を知らせる

 安否確認…無事なのかケガをしていないかを確認

 避難支援…避難の必要な人の誘導等の支援

 避難所支援…避難所の福祉避難スペース設置等

 在宅支援…安否確認、物資配給支援等

【支援の注意事項】

 要支援者は、何を支援して欲しいかを具体的にすること

 要支援者は、他人の支援は約束ではないことを知ること

 支援実施者は、全ての支援を一人で引受ける必要はない

 支援は義務ではないし、出来なくても責任はない

ただし、避難支援は義務ではない、出来ないこともある
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地域全体で避難支援実施者になる
地域で避難支援を考えるとき、

• 実際に災害時に避難支援できるかわからない

• 平日は働いているから、休日や夜間しかできない

• 避難支援はしたいと思うが、約束できないし、書類に記載されるのは抵抗が

ある

等の理由で、避難支援実施者が決まらないという事例が多く、なかなか個別避

難計画が作成できないということが起きました。

そのため、現在は、避難支援実施者は個人でなくてもよいとなっています。

例えば、隣組全体でとか、○○班でとか、○○町会全体でというようになるべ

く地域の単位で避難支援実施者として登録しておくことでよいとされています。

この時、なるべく小さな地域の単位が良いです。

要介護認定者をつくらない支援を、地域で進めよう

体力の衰えを補うための体操・ウオーキング・指先を使う工作・憩いや会話の

絶えない茶話会…出かける機会とコミュニケーションの場をつくり、高齢者

の健康を維持しましょう



1. 地区の避難所と避難ルートを確認する

2. 緊急地震速報で、身の安全を図り、避難の準備を開始する

3. 大津波警報が発表されたら、みんなが避難を始める

4. 避難のときは、周りに注意を払って取り残しを防ぐ

5. 地区内の要支援者が、独居高齢者と肢体不自由者の2人で、後日

希望する支援の内容を聴き取ることにする

後日、安否の確認と避難の誘導を希望することを確認した

6. 大津波警報が発表されたら、避難する途中に地域の人は、要支援

者宅に駆け付けることに決めた

（避難支援実施者は地区住民全員として共有した）

7. 避難支援には、地区にある避難用リヤカーと車いすを使う

8. 避難が完了したら、安否を確認して役場に報告する
14

地区避難計画の中で個別避難計画を作成 例
校区の自治会は広くて、地区の避難計画の対象を、顔の見える50世帯程度の
地区として、南海トラフ地震の津波の際の地区避難計画の作成を検討し、その
中で、地域内の対象者の個別避難計画も作成しました。
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ADI災害研究所では、地域の防災啓発や自主防災活動など、防災に関する研

修や講演も行っております。

地域の防災講演なども賜っています

地域で防災勉強会をしたい、個別避難計画を作成するための研修がしたい、な

どご希望がありましたら、お問い合わせください

一般社団法人ADI災害研究所
TEL 06-6359-7711 FAX 06-6359-7722

E-mail info@adi-saigaikenkyusyo.com

http://www.adi-saigaikenkyusyo.com/

ご清聴ありがとうござい
ました

mailto:info@adi-saigaikenkyusyo.com
http://www.adi-saigaikenkyusyo.com/

